
 

 

平成 23 年度省エネルギー対策実施計画書 

部局名 附 属 中 等 教 育 学 校 

６月１６日（木）の職員会議において、平成２３年６月付け関西電力株式会社「今夏における節

電のお願い」を各教職員に周知し教職員の意識改革を行い、以下の対策を行うこととした。 

 

（１）決定事項の遵守を徹底する。・・・３％の削減 

１．クーラーの設定温度は２８度以上とし朝夕は窓を開け１０分以上不在にするときはエアコ 

 ンのスイッチを切り極力使用を控えることとする。 

２．安全管理を考慮したうえで電灯の細目な消灯、一部消灯、廊下及び外灯の消灯を行う。 

３．各自、待機電力を抑える工夫をする。 

 

（２）デマンド契約量を下げる。・・・５％の削減 

  「注意報」２２０ＫＷ→２１０ＫＷ、「警報」２４０ＫＷ→２２０ＫＷにする。 

 

（３）夏季休業期間中の工夫・・・１％の削減 

１．クーラーの使用時間は８時３０分から１７時とし勤務時間中に当日の日課を終了させ、極 

 力残業を控える。 

２．クーラーに比べ小電力の扇風機を活用する。 

 

（４）湯沸しポットから保温ケトルへの移行・・・１％の削減 

  湯沸しポットから保温性の高いケトルへの移行し待機電力を抑える。 

 

（５）その他 

  太陽光発電の修理・・・５％の削減 

  昨年度から不調の太陽光発電の修理を行い自然エネルギーをフル活用できるようにした。 

 

部局名 附 属 小 学 校 

 

１．デマンド警報装置を設置し、電力ピーク時を抑える。 

２．夏季休業期間中のクーラー使用時間を決め、仕事の効率化を図る。 

      午前 8：30～午後 17：00まで 

 

３．室温を２８℃に保つよう努力する。 

４．電気ポットは１台のみの使用とする。 

５．教室や廊下の照明をこまめに消灯する。 

 

 



 

 

平成 23 年度省エネルギー対策実施計画書 

部局名 附属幼稚園 

 

（１）空調について 

１．保育室は、基本的には窓や扉を開け、扇風機で風を送り、エアコン使用を極力避ける。 

10～14時で気温が 30℃を超える時は、熱中症対策として、エアコンを適宜使用する。 

   室温は 28℃程度とし、冷やしすぎないように留意する。 

２．職員室は、基本的には窓や扉を開け、扇風機を使用し、エアコンをなるべく使用しない。 

 

（２）照明について 

１．南側の照明は消灯する。（照度検査で南側消灯は保育室の明るさに影響なしとの報告） 

２．保育室の電灯は、各担任が保育室の準備を行う 8：30から点灯する。 

３．全員で、園庭で遊ぶ時には、保育室の電灯を消灯するなど、こまめに管理する。 

 

（３）各種機器の使用について 

 １．パソコンは、午前中は幼稚園共有・園長・副園長・事務員・養護教諭のパソコンのみを 

  使用。（他の教員のパソコンは基本的には保育時間中は使用しない。） 

 ２．プリンターは 1 台のみ稼働。コピー機、輪転機は使用時に電源を入れる。 

 ３．使用しない機器は電源から抜いておく。 

 ４．電気ポットは、夏場は使用しない。 

 

（４）その他 

 １．関西電気保安協会に依頼し、電気使用量の警報機を取り付けて管理する。 

 ２．校務の効率化を図り、定時退出を心がけ、全体に電力の使用量を下げる。 

 ３．職員・保護者に向けて節電協力の依頼をし、意識を高めている。 

 

【電気契約変更による事情】 

 １．附属幼稚園は、今年 3 月にキュービクル（高圧受電装置）が設置され、今年度 4 月から

電気契約が家庭用から高圧電量ＡＳに変更された。そのため、現在、過去 2 年間の内の最

高電力量が基本料金の設定電力量となり、例年と同じ使用料でも 4，5月、それぞれ約 3万

円電気料金があがっている。 

 ２．附属幼稚園は、昨年 10月に遊戯室、今年 3月に保育室 3室と絵本の部屋に設置され、今

初めて夏場に使用することとなる。そのため、できるだけ節電することは心がけたいが、

昨年度の使用量からの 15％節電をするのは非常に難しい状況である。 

 以上、2点をご考慮いただきたい。 

 

 


